
ら
は
☎
０
３

‐

６
６
３
０

‐

２
５
２
５

／
月
～
金
曜
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
、
第
２
土
曜
午
前
９
時
～
午
後
５
時

／
祝
休
日
・
年
末
年
始
除
く
）

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
補
助
金

対
専
用
住
宅
の
単
独
処
理
浄
化
槽
ま
た
は

く
み
取
り
便
槽
を
高
度
処
理
型
合
併
浄

化
槽
（
処
理
対
象
人
員
10
人
槽
以
下
）

に
転
換
す
る
方

◎
住
居
の
新
築
や
人
槽
変
更
が
必
要
な
増

改
築
に
伴
う
浄
化
槽
の
設
置
、
申
請
前
に

着
工
し
た
工
事
は
対
象
外
で
す
。

補
助
限
度
額　
▼
５
人
槽
…
67
万
９
千
円

▼
７
人
槽
…
72
万
１
千
円
▼
10
人
槽
…

81
万
１
千
円

申
問
平
成
31
年
１
月
18
日
㈮
ま
で
に
市
役

所
５
階
資
源
循
環
推
進
課
☎
２
９
９
８

‐

９
１
４
６
に
直
接

◎
予
算
に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す
。
詳
細

や
必
要
書
類
は
同
課
、
市
Ｈ
（
Ｓ
浄
化
槽

補
助
金
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

雨
水
浸
透
ま
す
の
無
償
支
給

雨
水
浸
透
ま
す
を
設
置
す
る
方
に
材
料

を
支
給
し
ま
す
。
下
水
道
排
水
設
備
指
定

工
事
店
ま
た
は
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
排
水
設
備
の
改
造
工
事
は
、

指
定
工
事
店
以
外
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

◎
指
定
工
事
店
の
一
覧
は
上
下
水
道
局
庁

舎
１
階
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課
、
市
Ｈ
（
Ｓ
指

定
工
事
）
で
入
手
で
き
ま
す
。

問
同
課
☎
２
９
２
１

‐

１
０
８
６

浄
化
槽
の
法
定
検
査
は
お
済
み
で
す
か
？

浄
化
槽
は
年
１
回
の
法
定
検
査
（
浄
化

槽
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認

検
査
）
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

費
５
千
円
（
家
庭
用
・
10
人
槽
以
下
）

問
埼
玉
県
環
境
検
査
研
究
協
会

☎
０
４
８

‐

６
４
９

‐

５
１
５
１

重
度
心
身
障
害
児
等
医
療
費
助
成
制
度

平
成
31
年
1
月
か
ら
所
得
制
限
を
導
入

対
象
者
の
前
年
の
所
得
が
、
原
則
と
し

て
３
６
０
万
４
千
円
を
超
え
る
場
合
は
、

そ
の
年
の
10
月
か
ら
翌
年
９
月
ま
で
医
療

費
の
助
成
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
30
年
12
月
末
時
点
で
重

◆
所
沢
都
市
計
画
下
水
道
（
所
沢
公
共
下

水
道
）
の
変
更
案

日
12
月
3
日
㈪
～
17
日
㈪

場
上
下
水
道
局
庁
舎
３
階
下
水
道
整
備
課

問
同
課
☎
２
９
２
１

‐

１
０
２
３

住
生
活
総
合
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

住
生
活
の
安

定
・
向
上
の
総

合
的
な
施
策
に

必
要
な
基
礎
資

料
を
得
る
た
め

に
、
全
国
で
実

施
さ
れ
ま
す
。

抽
出
さ
れ
た

対
象
者
に
、
11

月
下
旬
か
ら
ポ

ス
テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
調
査
票
を
配
布
し
、

郵
送
・
オ
ン
ラ
イ
ン
で
回
収
し
ま
す
。
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
同
調
査
事
務
局
7
０
１
２
０

‐

４
６
７

‐

０
６
０

お
知
ら
せ

市
税
の
納
期
限

10
～
12
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間

11
月
30
日
㈮
は
国
民
健
康
保
険
税
（
５

期
）
の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

10
～
12
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す
。

電
話
催
告
な
ど
に
よ
り
、
滞
納
者
に
働
き

か
け
ま
す
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８

‐

９
０
７
３

11
月
１
日
㈭
は
緊
急
地
震
速
報
訓
練

午
前
10
時
ご
ろ
防

災
行
政
無
線
か
ら
緊

急
地
震
速
報
訓
練
の

放
送
が
流
れ
ま
す
。

屋
内
で
は
机
の
下
に

潜
る
、
屋
外
で
は
安

全
な
場
所
で
頭
を
守

る
な
ど
の
訓
練
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◎
気
象
・
地
震
な
ど
に
よ
り
中
止
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
危
機
管
理
課
☎
２
９
９
８

‐

９
３
９
９

市・県
民
税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

平
成
30
年
度
（
29
年
中
の
収
入
）
の
申

告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
、
11
月
中
旬

に
申
告
書
を
郵
送
し
ま
す
。
申
告
書
が
届

い
た
ら
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
29
年
中
に

収
入
が
無
い
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

31
年
度
（
30
年
中
の
収
入
）
の
申
告
書

は
、
31
年
２
月
上
旬
に
郵
送
予
定
で
す
。

問
市
民
税
課
☎
２
９
９
８

‐
９
０
６
４

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
を
郵
送

日
本
年
金
機
構
か
ら
年
末
調
整
や
確
定

申
告
に
必
要
な
書
類
を
郵
送
予
定
で
す
。

郵
送
時
期　
▼
平
成
30
年
１
月
１
日
か
ら

10
月
１
日
に
納
付
し
た
方
…
11
月
上
～

中
旬
▼
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
に
今

年
初
め
て
納
付
の
方
…
31
年
２
月
上
旬

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０

‐

０
０
３

‐

０
０
４
（
Ｉ
Ｐ
電
話
か

ン
タ
ー
、
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ

ー
ふ
ら
っ
と
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、

市
Ｈ
（
Ｓ
パ
ブ
コ
メ
）
で
閲
覧
・
配
布

申
問
案
へ
の
意
見
を
同
課
男
女
共
同
参
画

室
☎
２
９
９
８

‐

９
１
５
０
に
提
出

◆
所
沢
市
マ
チ
ご
と
エ
コ
タ
ウ
ン
推
進
計

画
（
第
３
期
所
沢
市
環
境
基
本
計
画
）

（
案
）

募
集
期
間　
11
月
７
日
㈬
～
23
日
㈷

案
の
公
表　
11
月
７
日
㈬
か
ら
市
役
所
５

階
環
境
政
策
課
、
同
１
階
市
政
情
報
セ

ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
市

Ｈ
（
Ｓ
パ
ブ
コ
メ
）
で
閲
覧
・
配
布

申
問
案
へ
の
意
見
を
環
境
政
策
課
☎
２
９

９
８

‐

９
１
３
３
に
提
出

◆
第
３
次
所
沢
市
子
ど
も
の
読
書
活
動
推

進
計
画
（
素
案
）

募
集
期
間　
11
月
10

日
㈯
～
30
日
㈮

案
の
公
表　
11
月
10

日
㈯
か
ら
所
沢
図

書
館
（
本
館
・
分

館
）
、
市
役
所
１

階
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー
、
市
Ｈ
（
Ｓ
パ
ブ
コ
メ
）
、

図
書
館
Ｈ
で
閲
覧
・
配
布

申
問
案
へ
の
意
見
を
所
沢
図
書
館
☎
２
９

９
５

‐

６
３
１
１
に
提
出

計
画
な
ど
の
縦
覧

意
見
の
あ
る
方
は
、
期
間
中
に
意
見
書

を
提
出
で
き
ま
す
。

対
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、
利
害

関
係
者

度
心
身
障
害
児
等
医
療
費
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方
は
、
34
年
10
月
か
ら
所
得
判
定

の
対
象
と
な
り
、
お
手
元
の
受
給
者
証
の

有
効
期
限
ま
で
、
引
き
続
き
医
療
費
の
助

成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８

‐

９
１
１
６

不
妊
・
不
育
症
検
査
費
を
助
成

対
申
請
時
に
法
的
な
婚
姻
関
係
に
あ
り
、

検
査
開
始
時
に
妻
の
年
齢
が
43
歳
未
満

の
夫
婦

内
指
定
医
療
機
関
な
ど
で
夫
婦
が
受
け
た

不
妊
症
ま
た
は
不
育
症
の
診
断
の
た
め

の
検
査
費

助
成
限
度
額　
い
ず
れ
も
２
万
円
（
各
１

回
限
り
）

◎
詳
細
は
市
Ｈ
（
Ｓ
不
妊
検
査
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
づ
く
り
支
援
課

☎
２
９
９
１

‐

１
８
１
３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
開
設

利
用
相
談
は
、
直
接
運
営
法
人
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
介
護
老
人
福
祉
施
設
す
み
れ
野

場
東
狭
山
ケ
丘
４

‐

２
６
５
８

‐

１
ほ
か

定
▼
入
所
…
80
人
▼
短
期
入
所
…
19
人

運
営
法
人　
若
狭
会
（
開
設
準
備
室
）
☎

２
９
２
６

‐

７
０
０
０

問
高
齢
者
支
援
課
☎
２
９
９
８‐

９
１
２
０

家
庭
菜
園
で
の
焼
却
は
法
令
で
禁
止
！

煙
や
悪
臭
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
家
庭
菜
園
か
ら
出
た
雑
草
や
枝

葉
な
ど
は
、
埋
め
た
り
生
ご
み
処
理
機
器

を
使
っ
た
り
す
る
な
ど
、
燃
や
さ
ず
に
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。
家
庭
ご
み
と
し
て
集

積
所
に
出
す
か
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ

の
自
己
搬
入
も
で
き
ま
す
。

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８

‐

９
２
３
０

11
月
は
い
じ
め
撲
滅
強
調
月
間

い
じ
め
に
遭
っ
た
り
、
気
が
付
い
た
り

し
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
▼
よ
い
子
の
電
話
教
育
相
談
（
18
歳
以

下
専
用
／
24
時
間
３
６
５
日
対
応
）
…

＃
７
３
０
０
7
０
１
２
０

‐

８
６

‐

３

１
９
２
▼
保
護
者
専
用
…
☎
０
４
８

‐

５
５
６

‐

０
８
７
４
▼
メ
ー
ル
相
談
…

soudan@
spec.ed.jp

▼
い
じ
め
メ
ー
ル
相
談
フ

ォ
ー
ム
…
Q
R
コ
ー
ド
を

読
み
取
り

問
県
・
青
少
年
課

☎
０
４
８

‐
８
３
０

‐

５
８
５
８

と
こ
ろ
ざ
わ
サ
ク
ラ
タ
ウ
ン
隣
接
地

マ
ル
シ
ェ
に
関
す
る
意
見
・
要
望
を

受
け
付
け
ま
す

平
成
32
年
に
完
成
予
定
の
と
こ
ろ
ざ
わ

サ
ク
ラ
タ
ウ

ン
に
隣
接
す

る
旧
コ
ン
ポ

ス
ト
セ
ン
タ

ー
跡
地
（
松

郷
）
に
、
本

市
の
魅
力
を

発
信
す
る
マ

ル
シ
ェ
の
整

備
を
進
め
て

い
ま
す
。

運
営
を
担
う
事
業
者
（
指
定
管
理
者
）

の
募
集
に
先
立
ち
、
ご
意
見
・
ご
要
望
を

受
け
付
け
ま
す
。

対
市
内
の
農
業
者
・
商
工
業
者

申
問
市
Ｈ
（
Ｓ
マ
ル
シ
ェ
）
を
確
認
の
上
、

月
初
～
11
月
30
日
㈮
に
商
業
観
光
課
☎

２
９
９
８

‐

９
１
５
５
に
電
話

◎
申
し
込
み
後
、
直
接
受
け
付
け
ま
す
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

対
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、
市
内

に
事
務
所
・
事
業
所
を
有
す
る
個
人
・

法
人
・
団
体
、
利
害
関
係
者
な
ど

◆
所
沢
市
生
涯
学
習
推
進
指
針
（
案
）

募
集
期
間　
月
初
～
11
月
16
日
㈮

案
の
公
表　
月
初
か
ら
生
涯
学
習
推
進
セ

ン
タ
ー
、
市
役
所
１
階
市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
市
Ｈ

（
Ｓ
パ
ブ
コ
メ
）
で
閲
覧
・
配
布

申
問
案
へ
の
意
見
を
生
涯
学
習
推
進
セ
ン

タ
ー
☎
２
９
９
１

‐

０
３
０
３
に
提
出

◆
第
４
次
所
沢
市
男
女
共
同
参
画
計
画

（
案
）

募
集
期
間　
11
月
８
日
㈭
～
28
日
㈬

案
の
公
表　
11
月
８
日
㈭
か
ら
市
役
所
３

階
企
画
総
務
課
、
同
１
階
市
政
情
報
セ

取り扱い業務
転入・転出・転居などの手続き
印鑑登録、住民票や戸籍などの証明書
国民年金の手続き
国民健康保険の手続き
後期高齢者医療制度の相談※
課税・非課税証明書、納税証明書
市税・国民健康保険税の納付
納税相談※

場市役所1階、まちづくりセ
ンター（三ケ島・並木除く）

コンビニで住民票や印鑑
登録証明書、課税証明書
が受け取れます。

問経営企画課☎2998-9027

まちづくりセンターでは※はできません。
業務の詳細は、事前にご確認ください。

毎月第２・４土曜午前休日開庁

マイナンバーカードが便利♪

午前8時30分～
午後0時30分

11月10日㈯・24日㈯

ク
イ
ズ
1

ク
ラ
フ
ト
・
ア
ー
ト
・
食
と
農
、

そ
し
て
音
楽
が
融
け
合
う

イ
ベ
ン
ト
は
？

暮
ら
す
ト
コ
ロ

　
　
　

○
ー
ケ
○
ト

ヒ
ン
ト
・
５
面�

応
募
方
法
は
15
面

※転載禁止

広報ところざわ平成 30年 11月号

手話通訳 要約筆記 予約保育／月初は11月1日㈭から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課52994-0706へ（市外局番は04）
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